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第１　はじめに
　近年、特許侵害訴訟において、損害論に関して大
合議判決が相次いで下された。特許法第102条第２
項及び第３項の重要な論点について判示した令和元
年６月７日判決（二酸化炭素含有粘性組成物事件。
以下「大合議判決１」）と、同条第１項の重要な論点
について判示した令和２年２月28日判決（美容器事
件。以下「大合議判決２」）である。

　これらの大合議判決１、２と、平成25年２月１日
判決（ごみ貯蔵機器事件。以下「大合議判決０」）と
あわせて、損害論にかかる主な論点についての実務
的指針を明確にした。いずれも大合議事件であるこ
とから、その判示内容は今後の実務に大きな影響を
与えるものと予測される。
　このように、特許侵害訴訟における損害論を取り
巻く環境は、ほんの数年前とは大きく変わってきて
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